
別記様式

物 品 等 の 名 称
及 び 数 量

高梁川鋼管杭等保管

分任支出負担行為担当官
　中国地方整備局　岡山河川事務所長　大作　和弘

( 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目４番３６号 )

契 約 締 結 日

ＪＦＥ商事鉄鋼建材（株）中国支店

( 岡山県岡山市北区中山下１丁目８－４５ＮＴＴクレド岡山ビル１８階 )

１１，４７３，０００円
※消費税及び地方消費税相当額を含む。

非公表

※消費税及び地方消費税相当額を含む。

随意契約による
こととした理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

予 定 価 格

備 考

随 意 契 約 結 果 書

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

令和４年４月１日

契約の相手方の
氏 名 及 び 住 所

契　約　金　額



随意契約理由書 

 

 

相手方：ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社 中国支店 

 

件名：高梁川鋼管杭等保管 

 

随意契約理由： 

 

 本件は、新岡山港における岡山河川事務所の鋼管杭等の保管を行うものである。 

 当該鋼管杭等については、令和２年度高梁川鶴新田高潮耐震その５工事において使用

する予定であったが、出水期明けより現地着手したところ、鋼管杭施工範囲において、巨石

などの支障物が確認され、支障物撤去により工程に遅れが生じ、48 本の鋼管杭及びアング

ルについて打設不可能となり、令和３年度末に岡山河川事務所での保管が必要となった。 

 当初、令和３年度補正予算で引き継ぐべき工事の発注を計画していたが、支障物撤去等

の変更増により、発注に必要な予算の確保が困難となり、発注できなくなった。 

鋼管杭等は長さが２３．５ｍあり陸上輸送は不可能であり、海上輸送が必須で仮置き場所

に制限があることから、令和４年４月１日以降も、引き続き保管場所である新岡山港での保管

を継続する以外に適切な保管方法がないため、直ちに契約相手方との契約を締結する必要

がある。 

 ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社 中国支店は、当該保管場所の本件にかかる賃料の授受に

かかる契約を行える唯一の会社である。 

 したがって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項に基

づき、緊急の必要により随意契約を締結するものである。 

  

【以下余白】 
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